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１．道路交通の現状と将来

■需要追随型から目標達
成型への転換が可能

２．幹線道路整備の影響

■モータリゼーション・スパ
イラルの改変が必要

３．都市交通戦略の取組

○交通政策と土地利用計画との連携
○道路整備と公共交通施策との整合

幹線道路整備の考え方

４．基本的考え方

○骨格幹線道路整備の重視
○目標の選択とその実現

５．重点化の方向

○都市交通戦略に即した環状道路整備
○緊急対策としてのボトルネック対策
○整備計画の検証
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１．都市における道路交通の現状と将来

（１）交通混雑の状況

幹線道路の中で混雑している区間は、道路全体においては約34％、既成市街地におい
ては約75％と未だ高い割合にあるが、継続的な道路整備の結果、平成９年度以降、混
雑延長の割合は低下傾向にある。

沿道状況別混雑度1.0以上延長の割合［一般道路計］
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（２）走行速度の変化

低下傾向にあった市街地内の幹線道路における走行速度は、昭和６０年以降時速２０ｋ
ｍと低いものの、ほぼ横ばいで推移している。このため、需要追随型の幹線道路整備か
ら目的達成型への転換が可能となってきている。

１．都市における道路交通の現状と将来
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※）昭和43、46年はDIDではなく「市街地」区分。昭和49年のみ一般国道計。昭和52年は東京都区部のデータは欠落。
平成2年以降は平日のデータ。昭和55年から昭和63年までは一般都道府県道の調査は未実施。また、昭和58年につ
いては、主要地方道の調査も未実施 出典：国土交通省「道路交通センサス」

一般道路の旅行速度の推移
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１．都市における道路交通の現状と将来

（３）ボトルネックの存在

都市内の主要な渋滞は、踏切や主要な交差点等のポイントで発生しており、走行速度を
低下させる交通処理上のボトルネックとなっている。

主要渋滞ポイント（踏切）

主要渋滞ポイント（交差点）

多摩地区の主要渋滞ポイント

↑主要な交差点

踏切→
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１．都市における道路交通の現状と将来
（４）都市計画道路の整備状況（Ⅰ）

都市計画決定された幹線街路のうち、改良済の割合（改良率）は、平成１７年３月現在で、
約５５％（過去１０年間の改良率の向上は年平均で約０．７％）である。都市計画決定延
長の増が鈍化しているのに対して、改良済延長は着実に増加しており、これを機会に、
残る約４５％の計画及び整備のあり方と改良済のものの再整備を検討すべきである。

 都市計画道路のうち幹線街路の整備状況
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１．都市における道路交通の現状と将来

（４）都市計画道路の整備状況（Ⅱ）

４車線以上の都市計画道路の改良率は、２車線のものより高く、４車線以上の道路では、
環状道路の整備が放射道路に比べて遅れている。また、地方都市圏においては、人口
規模が小さいほど、骨格幹線道路の改良率は低くなっている。

資料：都市計画年報（平成１６年度末）を基に国土交通省作成

車線数別の改良状況
（数字は改良率）

骨格幹線道路整備状況（4車線以上）

注) 環状：環状道路、放射：放射道路と都市内を貫通する道路
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（５）自動車交通量の将来推計

人口減少が進展するに伴って、自動車交通量の増加も減速する。乗用車は2030（平成
42）年に現状の21%増をピークに減少傾向に、貨物車は現状で横ばいから減少傾向に
あり、全車合計では、2020（平成32）年の現在の12%増をピークに減少に転ずると推計
されている。

［出典］国土交通省資料

１．都市における道路交通の現状と将来
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１．都市における道路交通の現状と将来

（６）都市計画道路の見直し

都道府県、政令市のうち、都市計画道路の見直しのためのガイドラインを策定した地方
公共団体は、５６％であり、残る公共団体も全て策定予定である。また、これに基づき、
都市計画道路の見直しが進んでいる。この見直しに当たっては、整備のあり方も含めて
検討をしている場合が増えてきている。

策定予定
 27団体
（ 44%）

策定済
 34団体
（ 56%）

未検討
24団体
（39%）

候補路線
選定中
 22団体
（36%）

候補路線
選定済 
4団体
（7%）

段階的に
見直し済
 10団体
（16%）

見直し済
 1団体
（ 2%）

都市計画道路の見直しの
ガイドライン策定状況

都市計画道路の見直し状況

注）都道府県及び政令市６１団体が対象。国土交通省都市計画課調（平成１７年度末）
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２．幹線道路整備の影響
（１）骨格幹線道路の整備効果

骨格幹線道路網がある程度形成されている場合、整備する区間によって整備効果が著
しく異なる。特に、環状道路の整備は、平行する路線の混雑緩和だけでなく、接続する放
射道路も含めて面的に交通環境を改善する効果がある。

［出典：2004年道路整備効果事例集、国交省］

宇都宮環状道路の全線開通（平成８年４月）により、市街地内流入交
通量が約７４％減少。放射道路の交通量も約１３％減少した。
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交通渋滞の発生箇所が広域化し、近隣交差点のみでなく、遠
く離れた道路の交通混雑を誘発した。

道路ネットワーク中心部で混雑している状態。

出典：A. Morimoto, M.J. Sarker, H. Koike, M. Tomita, “City Wide Transportation Impact of Large-scale Development in 
Local Hub-City”, The 9th World Conference on Transport Research, (2001)
※道路に関する事業実施箇所は国土交通省にて追記

大規模集客施設立地前 大規模集客施設立地後

宇都宮市における大規模集客施設立地前後の交通渋滞発生状況

店舗 A

店舗 B

渋滞箇所が広域
化し、バラバラに
渋滞箇所が広域
化し、バラバラに
渋滞箇所が広域
化し、バラバラに

総床面積 33,000 m2

駐車台数 2,500台

総床面積 33,000 m2

駐車台数 2,500台

総床面積 27,606 m2

駐車台数 2,300台

総床面積 27,606 m2

駐車台数 2,300台

車道幅員改良

交差点改良・電線共同溝整備

現道拡幅・橋梁整備

0～10 10～20
20～40 40～

最大車列長 （VPH）

0～10 10～20
20～40 40～

最大車列長 （VPH）

0～10 10～20
20～40 40～

最大車列長 （VPH）

交通渋滞の発生箇所

ネットワークの
中心部で混雑
ネットワークの
中心部で混雑
ネットワークの
中心部で混雑

時間帯：休日ピーク時
（P.M. 15:30-16:30）

２．幹線道路整備の影響
（２）土地利用の変化

幹線道路の整備により、郊外の大規模商業施設の立地・中心市街地の商業施設の衰
退のように土地利用が変化し、道路計画の前提条件が変わる場合がある。すなわち、
想定していない交通混雑が発生するなどの影響が生じる場合がある。
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２．幹線道路整備の影響
（３）モータリゼーション・スパイラル

幹線道路整備によって、自動車利用が拡大すると大規模商業施設の郊外立地のように
自動車依存型の都市構造が促進される。その結果、新たな道路交通需要が生まれ、幹
線道路整備が促進される。整備により自動車利用の利便性等が向上すれば、一層、生
活の自動車依存が高まるといったモータリゼーション・スパイラルが生じている。将来自
動車交通量が平成３２年には減少に転ずるとしても、この構造は変わらないと考えられ、
これを改変する工夫が必要である。

生活の自動車依存生活の自動車依存

幹線道路の整備・
公共交通システムの
レベル低下

幹線道路の整備・
公共交通システムの
レベル低下

自動車依存型
の都市構造

自動車依存型
の都市構造

モータリゼーション・スパイラル
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魅力ある都市像を実現する安全で円滑な都市交通の確立

戦略に基づく事業
メニューに対し総
合的・一体的に支援

戦略策定

支 援

戦略の策定

○交通円滑化に資する道路、交通結節点整備

○ＴＤＭ、マルチモーダル施策に関する施設整備

○中心市街地活性化のための歩行者環境の改善

○戦略の実施プログラム 等

戦略の実施

○協議会参加者が、戦略の実行を協定等により担保
○戦略に基づく施策を目標期間内に実施

国
か
ら
の
支
援

①関係者による協議会を組織

②将来都市像と都市交通のサービスレベル、必要な都市交通
施策や実施プログラムなどを検討

複数の戦略案を提示し市民ＰＩを実施③

戦略の立案

都道
府県 市町村 警察

交 通
事業者

地元
団体

関係者

３．都市交通戦略の取組

人口減少時代を踏まえ、需要追随型から目標達成型の都市交通対策に転換するため、
土地利用計画との連携、道路交通と公共交通の整合を図り、将来都市像とその実現に
必要な都市交通施策の実施プログラム等を内容とする都市交通戦略が必要である。

（１）基本的考え方
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３．都市交通戦略の取組
（２）土地利用計画との連携

急激な人口拡大・都市化が進展している状況下では、秩序ある市街地の拡大が必要で
あり、これを前提とした都市交通計画が策定されてきた。人口減少時代を迎え、土地利
用計画と都市交通計画を相互に連携させることが可能となったことから、都市交通戦略
は、交通需要追随型から目標達成型の戦略とすべきである。

● 目標達成上、交通エコライフ浸透は不可欠
● 交通エコライフを市民、企業に呼びかけ

「なごや交通戦略」の特徴

公共交通と自動車の利用割合 2010年頃に
「３対７」 「４対６」にする

１ 転換目標量を具体的に設定

２ メリハリを利かせた戦略

１日約20万回の自動車利用の転換が必要

３ 交通エコライフの重要性に着目

● ４本柱に重点化
● 短期的施策と中長期施策に整理、時間管理
概念を導入

● 地域ごとにおける施策パッケージを提案

ライフスタイル変革
近所へは車で行かない
相乗り 共同利用など

ライフスタイル変革
近所へは車で行かない
相乗り 共同利用など

バスの機能強化バスの機能強化
公共交通ＩＣ化
公共交通情報提供

公共交通ＩＣ化
公共交通情報提供

パーク＆ライドパーク＆ライド

ちょい乗り促進ちょい乗り促進

鉄道沿線地域
違法駐車抑制
土地の高度利用

鉄道沿線地域
違法駐車抑制
土地の高度利用

環境ロードプライシング環境ロードプライシング
交通エコ事業所
通勤での自動車利用削減
カーシェアリングなど

交通エコ事業所
通勤での自動車利用削減
カーシェアリングなど

駅そばパッケージ

都心パッケージ

ライフスタイル変革
近所へは車で行かない
相乗り 共同利用など

ライフスタイル変革
近所へは車で行かない
相乗り 共同利用など

バスの機能強化バスの機能強化
公共交通ＩＣ化
公共交通情報提供

公共交通ＩＣ化
公共交通情報提供

パーク＆ライドパーク＆ライド

ちょい乗り促進ちょい乗り促進

鉄道沿線地域
違法駐車抑制
土地の高度利用

鉄道沿線地域
違法駐車抑制
土地の高度利用

環境ロードプライシング環境ロードプライシング
交通エコ事業所
通勤での自動車利用削減
カーシェアリングなど

交通エコ事業所
通勤での自動車利用削減
カーシェアリングなど

駅そばパッケージ

都心パッケージ

広域パッケージ

公共交通指向型のまちへ誘導する

出典：名古屋市資料
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ＬＲＴ導入時の標準的な横断面構成

２３．５ｍ

出典：「まちづくりと一体となったLRT導入計画ガイダンス」

DID区域内（市街化区域または用途地域内）の都
市計画道路（幹線道路）の幅員別シェア（全国）

資料：平成１６年都市計画年報

33%

29%

67%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

改良済

計画

幅員２２ｍ以上 幅員２２ｍ未満

改良済の都市計画道路のうち、ＬＲＴ導入が可能な標準的な幅員のものは、約３割にと
どまっており、都市内の公共交通施策を実施するためには、幹線道路整備施策等との
整合が不可欠である。このため、公共交通を活用した都市交通戦略の場合、公共交通
軸としての幹線道路の拡幅整備する場合や環状道路整備によって自動車交通量を軽
減させ、拡幅しないで放射道路を公共交通軸として再整備する場合など、様々な施策
を検討した上で策定する必要がある。

３．都市交通戦略の取組
（３）公共交通施策との整合
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４．道路整備の基本的な考え方
（１）都市内道路の機能

骨格幹線道路は、基本的に十分なトラフィック機能（自動車の走行性を確保する機能）
を有し、都市内物流に必要な交通処理と環境負荷の小さな交通環境実現の柱となる道
路である。このため、自動車交通の円滑化のために着実に整備を進める必要がある。
また、都心をはじめとする多くの人が集まり、活発な都市活動が行われる地区において
は、それらの活動を支えられるようにアクセス機能（沿道施設への人・物の出入り等の
機能）を重視する必要があり、公共交通の導入空間や歩行者・自転車のための空間機
能も重要である。

トラフィック機能重視道路のイメージトラフィック機能重視道路網の例
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４．道路整備の基本的考え方
（２）トラフィック機能の確保

トラフィック機能を確保するためには、交差点処理や路上の駐停車、沿道の出入り交通
などによって、自動車交通の流れが妨げられないようにする必要がある。このため、主
要な交差点の立体化、区画道路との交差点の工夫、違法駐車の取締強化と荷捌き対
策、駐車場政策との連携などが必要である。

区画街路との交差点の工夫の例

歩道のマウントアップを連続させることなどで、
車両の区画道路からの強引な合流を回避

本線の交通を阻害しない荷捌きの例

駐車禁止の指定区間の中で地元商店街、公安委員会
と連携して荷捌きスペースを整備

イギリス オックスフォード

福島県郡山市
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推計の前提とした骨格道路網
整備効果の推計 資料：将来ＯＤを用いた推計

自動車専用道路（供用済）
　　　〃　　　（新設）
一般道路（整備済・多車線）
　〃　　（　〃　・２車線）
　〃　　（骨格道路として整備）
　〃　　（長期道路網・多車線）
　〃　　（　　〃　　・２車線）

㎞６２うち骨格道路網の延長（約４４％）

㎞１３４要整備延長（将来フルネットワーク）

㎞３９２現況道路網

㎞2２５７市域面積

万人５８常住人口（平成１２年国調）

31

38
37

25

30

35

40

45

0 20 40 60 80 100 120 140

要整備延長（新設・拡幅（市域全体））（km）

平
均
速
度

（
k
m
/
h

）
現況道路網

骨格道路の
整備時

将来フルネットワー
クの整備時

４．道路整備の基本的考え方
（３）骨格幹線道路整備の重視

都市内において円滑な移動を確保しつつ、公共交通の導入空間の確保や都心等におけ
る道路空間の再構築を実現するためには、骨格幹線道路の整備に重点を置くことが必要
である。

市街地
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４．道路整備の基本的考え方

（４）骨格幹線道路網整備の考え方

都市交通戦略において都市計画道路網の中から優先的に整備する骨格幹線道路を選
定し、重点化区間として位置づけする。その際の目標は、例えば、

A案：トラフィック機能を強化した放射・環状道路の徹底整備
B案：通過交通の流入を減少させ、公共交通軸や歩行者等優先地区の整備

といった選択が考えられ、それに応じた整備計画が位置づけられる必要がある。

現計画

都心環状

外環状

環状道路 整備済

放射道路 未整備

補助幹線 交差点立体化

都市計画廃止
外環状

都心環状

トラフィック機能を強化
した放射環状道路の整備

歩行者等優先地区の

整備

公共交通軸の整備

都市計画廃止
外環状

都心環状

トラフィック機能を強化
した放射環状道路の整備

A 案

B 案

都市交通戦略における
道路網整備計画の例
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５．道路整備の重点化の方向

（１）外環状道路整備

［資料：国土交通省によるシミュレーション結果］

①都心環状

④市外環状

②内環状

③外環状

A市：4環状9放射道路とDID

0.960.780.641.051.00②内環状内

0.891.131.261.051.00④市外環状内

0.910.711.331.051.00③外環状内

0.990.920.760.791.00①都心環状内

④市外

環状

③外

環状

②内

環状

①都心

環状
現況

整備環状→

↓通過交通

表 各環状道路整備時の各環状道路内通過交通量の増減（現況比）

■上記の例では、各環状道路の整備はすぐ内側の通過交通量を

減少させる効果が大きい。
■また、ある環状道路を整備した場合、その環状道路より内側で
は通過交通量が減少するが、外側では逆に増加する。

■上記の結果については、個々の都市圏特性により異なると考え
られ、実際の道路網検討時に詳細な分析を行う必要がある。

外環状道路は、高いトラフィック機能を有することで、市街地内の放射道路の自動車交通
の負荷を軽減する。このため、アクセス・コントロールや主要交差点の立体化等の方策を
講じるとともに、利便性が向上する沿道周辺地域においては、大規模商業施設の新規立
地など都市的土地利用を促進しないよう、規制策などをあわせて実施すべきである。
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５．道路整備の重点化の方向
（２）都心環状道路整備

［資料：国土交通省によるシミュレーション結果］

内…都心環状内

内…ゾーンシステムを想定しているエリア

 
都心部平均混雑度 

ゾーンシステム想定エリア内

自動車流入 

 可能 禁止 

現況 1.05 1.13 

放射環状道路整備後 0.86 0.92 

■都心部ゾーンシステム想定エリア内の通行止めを行った場合、現況のままで
は、迂回交通により周辺道路、都心部全体の混雑度が上昇。

■放射環状整備ケースでは、通行止めを行っても迂回交通による周辺道路の
混雑度上昇はほとんど起こらず、都心部の混雑度も1.0を越えない。

■このことから、都心環状等放射環状道路の整備により、都心部において歩行
者や自転車に配慮した道路空間再配分が可能になると考えられる。

通行止

ケース別・通行止め有無別・都心部平均混雑度

都心環状道路の整備は、中心市街地の道路空間を再配分し、歩行者・自転車や公共
交通が中心のにぎわいある空間確保のために不可欠である。都心通過交通を処理す
るトラフィック機能とともに、フリンジ駐車場等へのアクセス機能も必要であり、両機能の
バランスを考えて整備すべきである。一般に環状道路は、交通規制や交通管制により
政策目標に合わせて通過交通を誘導するなどの応用度が高く、これらの施策も合わせ
て検討すべきである。

現 状

0.00 ～ 1.00 

1.00 ～ 1.25 

1.25 ～ 1.50 

1.50 ～ 1.75 

1.75 ～ 2.00 

2.00 ～ 0.00 

混雑度

放射環状整備後現状道路網
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５．道路整備の重点化の方向
（３）放射道路整備

放射道路は、トラフィック機能重視で整備・管理してきており、これは基本的に継続する。
ただし、改良済の放射道路には、環状道路整備を前提に公共交通軸とすることが適切
な区間もあり、ＬＲＴや幹線バス等の導入空間として活用する。中心市街地内の歩行者
等の優先地区内においては、トランジットモール化や豊かな街路樹などにより、シンボ
ル空間として整備することが望ましい。その際、道路空間の再構築を積極的に進める
べきである。

環状道路整備を前提とした都市交通戦略：放射道路空間におけるLRT導入・中心部モール化のイメージ

放射道路へのLRT導入
（中心部歩行環境整備）
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５．道路整備の重点化の方向
（４）ボトルネック対策（Ⅰ）

選択と集中により骨格幹線道路整備を進める場合、完成までに長期間を要することがあ
り、交通混雑解消の緊急対策として、交差点の立体化などボトルネック対策を行うことも
考えられる。この場合、費用対効果の分析などを行い、短期対策として有効なものであ
るかを十分検証した上で事業実施を判断すべきである。

［出典］国土交通省資料

国道8号 下田立体／平成17年12月26日開通
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５．道路整備の重点化の方向
（４）ボトルネック対策（Ⅱ）

都市内道路のボトルネックのうち、踏切、特に「開かずの踏切」※は、対策の事業効果が
高く、都市計画道路の改良が進んだ場合でも、ボトルネックとしては不変であることから、
早期の解消を図るべきである。 ※開かずの踏切：ピーク時１時間の遮断時間が４０分を超える踏切

大阪市

当該事業地区では、１２箇所の踏切のうち、開かず
の踏切が１１箇所（◎印の箇所）連続し、踏切遮断
交通量が約２０万台時／日に及ぶ踏切が３箇所（黄
色の箇所）存在。

0

6

12

18

24

地域分断が解消

0

15

30

45

60

長居南一踏切

解
消

44
分

0
分

9.1時間

0時間

解
消

ピーク時の遮断時間

1日の遮断時
間

長居南一踏切（※1）の最大渋滞長

交通渋滞が解消

0 100 200 300 400 500

高架化前

高架化後

約500m

解消

0

10

20

30
21人

0
人

解
消

踏切事故死者数（平成６～平成１５年度合
計）

踏切事故が解消

ＪＲ阪和線（美章園駅～杉本町駅付近）連続立体交差事業

ＪＲ阪和線（美章園駅～杉本駅付近）約４．９ｍを高架化し、１２箇所の踏切（うち緊急対策踏
切１１箇所）を一挙に除却
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５．道路整備の重点化の方向

（５）整備計画の検証

近年のコンピュータの性能向上や膨大な都市交通関連データの整備に伴い、都市計
画道路の必要性を検証する技術的手法は急速に発展している。従来は固定的な土地
利用・人口配置案に対する限定的な都市計画道路網案の有効性確認にとどまってい
た検討作業が、複数の土地利用・人口配置案をベースにより多くの都市計画道路網
整備パターンを対象に、その整備効果を把握・検証することが可能となってきている。

都市計画道路網整備のあり方を含め、都市交通戦略の検討にあたっては、この最新
の技術的手法を活用し、複数の都市構造と組み合わせて、複数の都市交通戦略ケー
スを設定して評価・分析を行い、交通面だけでなく都市全体のコストと便益を含めて、
どのようにマネジメントしていくかを検討しながら、より適切で効率的・効果的な都市構
造と都市交通戦略を選択することが望ましい。

こういった分析・検討結果をもとに、各都市圏で地方公共団体が主体となって、現状の
都市計画道路の整備状況を踏まえて、効率的・効果的な効果をもたらす放射道路・環
状道路整備を選定し、機能的な都市計画道路網の再構築を行うことが重要である。


